
第
十
一
章 

競
争
政
策 

第
十
一
・
一
条 

原
則 

両
締
約
国
は
、
両
締
約
国
間
の
貿
易
及
び
投
資
の
関
係
に
お
け
る
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
重
要
性
を
認
識
す
る
。
両
締
約

国
は
、
反
競
争
的
行
為
が
市
場
の
適
正
な
機
能
を
歪ゆ

が

め
、
並
び
に
貿
易
及
び
投
資
の
自
由
化
に
よ
る
利
益
を
損
な
う
可
能
性
を

有
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
。 

第
十
一
・
二
条 
反
競
争
的
行
為 

各
締
約
国
は
、
自
国
の
法
令
に
従
い
、
こ
の
協
定
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
反
競
争
的
行
為
に
対
し
て
適
当
と
認
め
る
措

置
を
と
る
。 第

十
一
・
三
条 

法
令
上
の
枠
組
み 

１ 

各
締
約
国
は
、
経
済
の
全
て
の
分
野
に
お
け
る
全
て
の
企
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
自
国
の
競
争
法
令
で
あ
っ
て
、
効
果
的

な
方
法
に
よ
り
次
の
反
競
争
的
行
為
に
対
処
す
る
も
の
を
維
持
す
る
。 

(a) 

英
国
に
つ
い
て
は
、 

(i) 

企
業
間
の
合
意
、
企
業
の
団
体
に
よ
る
決
定
及
び
協
調
的
行
為
で
あ
っ
て
、
競
争
を
妨
害
し
、
制
限
し
、
又
は
歪わ

い

曲



す
る
目
的
又
は
効
果
を
有
す
る
も
の 

(ii) 
一
又
は
二
以
上
の
企
業
に
よ
る
支
配
的
地
位
の
濫
用 

(iii) 
競
争
を
実
質
的
に
減
殺
し
得
る
企
業
間
の
合
併 

(b) 

日
本
国
に
つ
い
て
は
、 

(i) 

私
的
独
占 

(ii) 

不
当
な
取
引
制
限 

(iii) 

不
公
正
な
取
引
方
法 

(iv) 

一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ
と
と
な
る
企
業
結
合 

２ 

各
締
約
国
は
、
自
国
の
競
争
法
令
を
経
済
活
動
に
従
事
す
る
全
て
の
私
的
又
は
公
的
な
企
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
各
締

約
国
は
、
自
国
の
競
争
法
令
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
、
当
該
適
用
除
外
が
透
明
性
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
公
共
政
策
又
は

公
共
の
利
益
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
章
の
規
定
の
適
用
上
、
「
経
済
活
動
」
と
は
、
市
場
に
お
け
る
物
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
連
す
る
活
動
を
い

う
。 



第
十
一
・
四
条 

運
用
上
の
独
立
性 

各
締
約
国
は
、
自
国
の
競
争
法
令
の
効
果
的
な
執
行
に
つ
い
て
責
任
及
び
権
限
を
有
す
る
運
用
上
独
立
し
た
当
局
を
維
持
す

る
。 

第
十
一
・
五
条 

無
差
別
待
遇 

各
締
約
国
は
、
自
国
の
競
争
法
令
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
全
て
の
企
業
に
つ
い
て
、
国
籍
及
び
所
有
の
形
態
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
無
差
別
の
原
則
を
尊
重
す
る
。 

第
十
一
・
六
条 

手
続
の
公
正
な
実
施 

各
締
約
国
は
、
自
国
の
競
争
法
令
を
適
用
す
る
に
当
た
り
、
全
て
の
企
業
に
つ
い
て
、
国
籍
及
び
所
有
の
形
態
の
い
か
ん
を

問
わ
ず
、
手
続
の
公
正
な
実
施
の
原
則
を
尊
重
す
る
。 

第
十
一
・
七
条 

消
費
者
の
保
護 

１ 

各
締
約
国
は
、
効
率
的
か
つ
競
争
的
な
市
場
を
創
設
し
、
及
び
消
費
者
の
福
祉
を
向
上
さ
せ
る
上
で
の
消
費
者
の
保
護
に

関
す
る
政
策
及
び
そ
の
執
行
の
重
要
性
を
認
識
す
る
。 

２ 

こ
の
条
の
規
定
の
適
用
上
、
詐
欺
的
又
は
欺
ま
ん
的
な
商
業
活
動
と
は
、
消
費
者
に
実
害
を
も
た
ら
す
詐
欺
的
若
し
く
は



欺
ま
ん
的
な
商
業
上
の
行
為
又
は
防
止
さ
れ
な
い
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
実
害
を
も
た
ら
す
急
迫
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
詐

欺
的
若
し
く
は
欺
ま
ん
的
な
商
業
上
の
行
為
を
い
い
、
次
の
行
為
を
含
む
。 

(a) 

重
要
な
事
実
に
関
し
て
誤
っ
た
表
示
（
そ
の
暗
示
を
含
む
。
）
を
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
誤
認
し
た
消
費
者
の
経
済
的

利
益
に
重
大
な
損
失
を
も
た
ら
す
も
の 

(b) 

消
費
者
に
よ
る
代
金
の
支
払
の
後
、
当
該
消
費
者
に
商
品
を
引
き
渡
さ
ず
、
又
は
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
な
い
行
為 

(c) 

消
費
者
の
金
融
口
座
、
電
話
料
金
の
た
め
の
口
座
そ
の
他
の
口
座
に
許
可
な
く
請
求
を
行
い
、
又
は
こ
れ
ら
の
口
座
か

ら
許
可
な
く
引
落
と
し
を
行
う
行
為 

３ 

各
締
約
国
は
、
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
そ
の
他
詐
欺
的
又
は
欺
ま
ん
的
な
商
業
活
動
を
禁
止
す
る
法
令
を
制
定

し
、
又
は
維
持
す
る
。
（
注
） 

注 

詐
欺
的
又
は
欺
ま
ん
的
な
商
業
活
動
を
禁
止
す
る
た
め
に
締
約
国
が
制
定
し
、
又
は
維
持
す
る
法
令
は
、
民
事
又
は
刑
事
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

各
締
約
国
は
、
国
境
を
越
え
る
詐
欺
的
又
は
欺
ま
ん
的
な
商
業
活
動
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
活
動
に
効
果

的
に
対
処
す
る
た
め
に
両
締
約
国
間
の
協
力
が
望
ま
し
い
こ
と
を
認
識
す
る
。 



５ 
各
締
約
国
は
、
適
当
な
場
合
に
は
、
詐
欺
的
又
は
欺
ま
ん
的
な
商
業
活
動
に
関
し
て
相
互
に
関
心
を
有
す
る
事
項
に
つ
い

て
協
力
（
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
執
行
に
お
け
る
協
力
を
含
む
。
）
を
促
進
す
る
。 

６ 

各
締
約
国
は
、
自
国
が
決
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
か
つ
、
自
国
の
法
令
及
び
重
要
な
利
益
と
適
合
す
る
場
合
に
は
、
自

国
の
合
理
的
に
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
、
消
費
者
の
保
護
に
関
す
る
政
策
、
法
律
又
は
こ
れ
ら
の
執
行
に
つ
い
て
責

任
を
有
す
る
関
連
す
る
国
の
公
的
機
関
又
は
そ
の
職
員
を
通
じ
、
こ
の
条
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
協
力
す
る
よ
う
努
め

る
。 

第
十
一
・
八
条 

透
明
性 

各
締
約
国
は
、
透
明
性
が
あ
る
方
法
で
自
国
の
競
争
法
令
を
適
用
す
る
。
各
締
約
国
は
、
自
国
の
競
争
政
策
の
透
明
性
を
促

進
す
る
。 

第
十
一
・
九
条 

執
行
に
関
す
る
協
力 

１ 

両
締
約
国
は
、
こ
の
協
定
の
目
的
を
達
成
し
、
及
び
各
締
約
国
の
競
争
法
令
の
効
果
的
な
執
行
に
寄
与
す
る
た
め
、
競
争

政
策
及
び
執
行
活
動
に
お
け
る
進
展
に
関
し
競
争
当
局
間
の
協
力
及
び
調
整
を
促
進
す
る
こ
と
が
共
通
の
利
益
で
あ
る
こ

と
を
認
識
す
る
。 



２ 
両
締
約
国
の
競
争
当
局
は
、
１
に
規
定
す
る
協
力
及
び
調
整
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
の
法
令
に
従
い
、

情
報
を
交
換
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

こ
の
条
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
協
力
に
関
す
る
詳
細
な
取
決
め
に
つ
い
て
は
、
両
締
約
国
の
競
争
当
局
間
で
行
う
こ

と
が
で
き
る
。 

第
十
一
・
十
条 
紛
争
解
決 

こ
の
章
の
規
定
は
、
第
二
十
二
章
の
規
定
に
よ
る
紛
争
解
決
の
対
象
と
な
ら
な
い
。 


